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秋田市・河辺町・雄和町

合併協定調印式

合
併
特
例
法
に
基
づ
き
、
合
併
後
の
河

辺
・
雄
和
地
域
に
設
置
さ
れ
る
地
域
審
議

会
の
お
も
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
名
称

河
辺
地
域
審
議
会
、
雄
和
地
域
審
議
会

■
設
置
期
間

市
町
合
併
後
す
み
や
か
に
設
置
し
、
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
お

お
む
ね
十
年
間
。
た
だ
し
、
二
年
ご
と

に
地
域
審
議
会
の
機
能
、
構
成
な
ど
の

見
直
し
と
検
討
を
行
う
。

■
お
も
な
事
務
内
容

・
市
町
村
建
設
計
画
で
あ
る
「
緑
あ
ふ
れ

る
新
県
都
プ
ラ
ン
」
の
執
行
状
況
に
つ

い
て
の
審
議

・
新
市
の
基
本
構
想
の
作
成
お
よ
び
変
更

に
関
す
る
審
議

・
合
併
特
例
債
を
財
源
と
し
た
地
域
振
興

の
た
め
の
基
金
の
活
用
に
関
す
る
審
議

■
委
員
の
定
数
・
任
期

委
員
の
数
は
河
辺
・
雄
和
地
域
そ
れ
ぞ

れ
二
十
人
以
内
で
、
任
期
は
二
年

■
委
員
の
選
任
方
法

河
辺
・
雄
和
地
域
に
住
所
が
あ
り
、
次

に
該
当
す
る
人
の
う
ち
か
ら
市
長
が
選

任
・
公
共
的
団
体
な
ど
の
代
表
者

・
学
識
経
験
者

・
公
募
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
か
た
な
ど

■
会
議
　
年
四
回
　

各
種
制
度
の
取
扱
い
な
ど
合
併
協
定
項

目
の
審
議
が
終
了
。
い
よ
い
よ
調
印
へ

来
年
一
月
十
一
日
の
合
併
に
向
け
話
し
合
い

を
進
め
て
い
る
秋
田
市
・
河
辺
町
・
雄
和
町
合

併
協
議
会
。
六
月
二
日
に
開
か
れ
た
第
十
二
回

合
併
協
議
会
で
、
各
種
制
度
の
取
扱
い
な
ど
合

併
協
定
項
目
の
審
議
が
す
べ
て
終
了
し
ま
し
た
。

ま
た
、
合
併
協
定
調
印
式
は
七
月
十
二
日
、

秋
田
テ
ル
サ
で
行
う
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。

秋田市合併推進局
tel(866)2785 ファクス(866)2795
ホームページ　http://www.aky-gappei.jp

地
域
審
議
会
を
設
け
、
河
辺
・
雄
和

地
域
の
声
を
市
政
に
活
か
し
ま
す

第11回・第12回
合併協議会

合併協議に関するご意見をお寄せください

合併協定調印式
秋田市・河辺町・雄和町

とき／７月12日(月)午後２時～
ところ／秋田テルサ

第12回合併協議会　

地
域
審
議
会
っ
て
　

合
併
後
も
、
河
辺
・
雄
和
地
域
の

住
民
の
声
を
新
市
の
施
策
に
適
切
に

反
映
さ
せ
、
地
域
の
特
性
に
対
応
し

た
き
め
細
か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
展

開
を
は
か
る
た
め
設
置
し
ま
す
。

地
域
の
代
表
者
で
構
成
す
る
地
域

審
議
会
は
、
市
長
の
諮
問
機
関
と
し

て
、
市
長
に
意
見
を
述
べ
る
機
能
を

持
っ
て
い
ま
す
。

な
に
？



社
会
教
育
委
員
の
定
数
は

平
成
19
年
８
月
ま
で
12
人

社
会
教
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
秋
田
市

の
制
度
に
統
一
し
ま
す
。

た
だ
し
、
一
部
の
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
廃
止
と

す
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
経
過
措
置
を
講
じ
ま
す
。

お
も
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

社
会
教
育
委
員

合
併
時
に
秋
田
市
の
制
度
に
統
一
し
ま

す
。
た
だ
し
、
委
員
の
定
数
は
、
合
併

時
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
四
日
ま
で
、

両
町
か
ら
委
員
を
一
人
ず
つ
選
任
し
、

計
十
二
人
と
し
ま
す
。

【
一
市
二
町
の
現
況
】

秋
田
市
の
定
数
▼
十
人

河
辺
町
の
定
数
▼
九
人

雄
和
町
の
定
数
▼
十
四
人

成
人
式

合
併
時
に
秋
田
市
の
制
度
に
統
一
し
ま

す
。
平
成
十
七
年
度
か
ら
実
施
日
、
会

場
を
一
本
化
し
ま
す
。

【
一
市
二
町
の
現
況
】

秋
田
市
の
実
施
日

▼
一
月
第
二
月
曜
日

河
辺
町
の
実
施
日

▼
八
月
十
五
日

雄
和
町
の
実
施
日

▼
八
月
十
四
日

学
校
週
五
日
制
事
業

合
併
時
に
秋
田
市
の
制
度
に
統
一
し
ま

す
。
土
曜
日
の
学
校
開
放
は
、
両
町
の

施
設
の
現
状
な
ど
を
調
査
し
、
調
整
を

は
か
り
ま
す
。

【
一
市
二
町
の
現
況
】

秋
田
市
▼
第
一
・
第
三
土
曜
日
に
、
社

会
教
育
施
設
や
文
化
施
設
で
講
座
な
ど

を
実
施
し
た
り
、
第
二
・
第
四
土
曜
日

に
学
校
開
放
な
ど
を
行
っ
て
い
る

河
辺
町
▼
生
活
・
社
会
・
自
然
体
験
の

機
会
の
提
供
な
ど

雄
和
町
▼
情
報
誌
の
作
成
な
ど

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

合
併
時
に
秋
田
市
の
制
度
に
統
一
し
ま

す
。
な
お
両
町
に
つ
い
て
、
運
営
の
委

託
先
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
ク
ラ
ブ

を
廃
止
し
、
児
童
館
、
児
童
室
な
ど
で

留
守
家
庭
児
童
の
対
応
を
検
討
し
ま

す
。

【
一
市
二
町
の
現
況
】

秋
田
市
の
運
営
▼
父
母
の
会
や
社
会
福

祉
法
人
な
ど
に
委
託
。
平
成
十
五
年
度

は
十
七
か
所
に
委
託
。

河
辺
町
の
運
営
▼
町
直
営

雄
和
町
の
運
営
▼
町
直
営

公
民
館

合
併
時
に
秋
田
市
の
制
度
に
統
一
し

ま
す
。
現
行
の
公
民
館
を
継
続
し
て
活

用
し
ま
す
。

【
一
市
二
町
の
現
況
】

秋
田
市
の
公
民
館
▼
中
央
公
民
館
、
土

崎
公
民
館
、
西
部
公
民
館
、
東
部
公
民

館
、
南
部
公
民
館
、
北
部
公
民
館

河
辺
町
の
公
民
館
▼
河
辺
町
多
目
的
総

合
セ
ン
タ
ー(

役
場
庁
舎
と
な
り)

雄
和
町
の
公
民
館
▼
雄
和
町
農
村
環
境

改
善
セ
ン
タ
ー(

役
場
庁
舎
と
な
り)

Ｉ
Ｔ
講
習

緊
急
雇
用
創
出
特
別
基
金
事
業
を
活
用

し
た
講
習
会
は
平
成
十
六
年
度
で
終
了

し
ま
す
が
、
既
存
の
パ
ソ
コ
ン
を
活
用

し
た
講
習
会
は
、
継
続
実
施
し
ま
す
。

児童館は合併時に
秋田市の制度に統一します

金足西児童館（平成16年４月１日開館）

■秋田市
児童館17施設　児童センター14施設
開館時間：午前８時～午後９時
児童の利用時間：平日 午後１時～６時　
土曜日、夏休みなど 午前８時30分～午後６時
■河辺町
児童館１施設　開館時間：午前９時～午後５時
■雄和町　施設なし

１市２町の現況（平成15年度）

秋
田
市
新
成
人
の
つ
ど
い

ＩＴ講習(秋田市)

河辺町多目的総合センターで
行われた英会話教室

雄和町農村環境改善センターで
行われた指編み教室09 広報あきた　６月11日号
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河
辺
・
雄
和
の
農
業
委

員
の
任
期
と
定
数
の

取
扱
い
を
変
更

市
町
村
建
設
計
画
に

「
秋
田
県
事
業
の
推
進
」

を
追
加

合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
と
な

る
「
市
町
村
建
設
計
画
」
に
つ
い
て
、
こ
れ

ま
で
合
併
協
議
会
で
継
続
し
て
審
議
を
重
ね

て
き
ま
し
た
。

第
十
一
回
の
協
議
会
で
は
、
第
七
章
に

「
秋
田
県
事
業
の
推
進
」
と
い
う
項
目
を
新
た

に
追
加
。
新
市
の
す
み
や
か
な
一
体
性
の
確

保
と
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
、「
ま
ち

づ
く
り
支
援
」「
農
林
業
の
振
興
」「
道
路
の

整
備
」
の
三
つ
の
事
業
に
県
が
主
体
的
に
関

わ
っ
て
い
く
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数

は
、
第
五
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
議
決
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
今
国
会
で
農
業
委
員
会
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
内
容
に
対
応
す
る
た
め
、
次
の

と
お
り
変
更
し
ま
す
。

■
河
辺
町
農
業
委
員
会
お
よ
び
雄
和
町
農
業

委
員
会
を
秋
田
市
農
業
委
員
会
に
統
合
す

る
。
た
だ
し
、
合
併
前
に
河
辺
町
、
雄
和

町
の
選
挙
で
選
ば
れ
た
委
員
は
、
市
町
村

の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を

適
用
し
、
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
ま
で

在
任
す
る
も
の
と
す
る
。

平成15年度の合併協議会の
決算が承認されました
第12回合併協議会で、平成15年度の合併協議会

の決算が承認されました。歳入歳出の内訳は下記
のとおりです。歳入合計と歳出合計の差引残額は、
平成16年度に繰り越します。

第12回合併協議会ああ

農
畜
産
物
直
売

安全・新鮮・安心な品物を豊富にそろえて
います。河辺町からは野菜、山菜、雄和町か
らは雄和町産の果物、野菜などで作ったジェ
ラートアイスを出品予定。みなさん買ってく
ださいね！

セリオン前屋根付き通路

農政課tel(866)2115

朝採り野菜、巻き寿司、赤飯、五目ご飯、山
菜、みさこ餅、漬け物、豆腐、豚肉(太平山ポ
ーク)、花など

６月27日(日)
午前９時～午後１時

買ってね！

秋
田
市
・
河
辺
町
・
雄
和
町
産

問い合わせ

雄和町の田ん
ぼで古代米を
植えたよ！

５月22日、桜たんけん塾の塾生が、雄和町
芝野で古代米の田植え体験に挑戦しました。
桜たんけん塾は、おもに桜小学校の子ども

たちが塾生となり、そのお父さん、お母さん
たちと一緒に、社会体験や自然体験などに取
り組んでいる秋田市のグループです。
元々、塾長の遠

え ん

田
だ

順
よ り

夫
お

さんが「先人が苦労し
てきた米作りを通して、農家の人に感謝の心を
持つきっかけになれば」と田植えを企画。雄和
町の農家・深井伸さんの取り計らいで、この日

の田植えが実現しました。
秋には５俵ほど（約300kg）
の収穫が見込まれ、古代米
を使った調理体験も企画中
だとか。心を込めて植えた
稲、雄和町の田んぼで順調
に育ちますように…。



“釣りバカ日誌15”
前売券発売中！

秋田市、男鹿市などで撮影が行われた「釣りバカ日誌15」
の前売券１枚1,000円を発売中です。購入されたかたには、
オリジナル扇子(非売品、数に限りあり)をプレゼントします。
全国ロードショーにさきがけ、秋田県内先行上映予定です。

８月21日(土)
全国ロードショー！

販売先

秋田市ロケ支援委員会
秋田ニューシティ５階(大町二丁目３-27)
(財)秋田観光コンベンション協会内

tel(８２４)８６８６

６月26日(土)午後２時～
会場：大町二丁目

今年は、通町会場が４年ぶりに復活！
ヤートセは見ているあなたも参加できる
楽しいお祭りです。みんなが主役のヤー
トセ秋田祭に、みんな集まれ！
26日(土)は通の市、27日(日)は大町まつ

りも同時開催します。

ヤートセ秋田祭についての問い合わせ

ヤートセ秋田祭実行委員会の高橋さん
tel０９０-３６４３-５１０７

ヤ
ー
ト
セ
祭
会
場
の
通
行
規
制
が
あ

り
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

初夏の風物詩

蕗刈り撮影会
とき／６月19日(土)午前７時～８時
(一般撮影者は７時25分まで、報道関係者は７時35分から)

ところ／佐藤昭一さん宅(仁井田本町六丁目７－77)
あきた観光レディーが、かすりにもんぺのお

ばこ姿で秋田蕗を刈り取ります。小雨決行。

(財)秋田観光コンベンション協会
tel(８２４)８６８６

初　日

６月27日(日)正午～
会場：大町二丁目、通町

２日目

問い合わせ

県内ロケ映画

11 広報あきた　６月11日号


